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【防衛医科大学校】 

防衛省職員（非常勤隊員）募集案内 

 

 防衛医科大学校では、非常勤隊員の募集を行います。 

 募集内容及び応募要領は以下のとおりです。 

 

１ 配属先、応募区分、募集人員、職務内容 

（１）配 属 先：情報基盤センター 

（２）応募区分：情報戦略官 

募集

人員 
職務内容 必要な技能及び条件 

１名 

・オープンサイエンスの推進に必要なデータ

管理に関する企画、資料作成、会議出席（会

議資料の作成、説明等含む） 

 

・収集された研究成果の分析と施策の企画、

立案、助言、資料作成、会議出席（会議資

料の作成、説明等含む） 

・医療系研究機関での勤務経験を有し、医学

研究データに関する高度な知識を有する者 

 

・独立行政法人での勤務経験を有し、学術に

関わる施策に造詣が深く、大学の研究者と

協働の業務経験を有する者 

 

・工学系の博士号を取得していることが望ま

しい 

１名 

・ＩＴリテラシー・スキル向上のための支援、 

オープンサイエンスの進展に必要な調査の

補助並びに情報提供 

 

・加えて、施策の企画、立案、助言、資料作

成、会議出席（会議資料の作成、説明等含む） 

・大学図書館等での勤務経験を有し、図書館

情報学に関する高度な知識を有する者 

・情報リテラシー教育に関するスキルを有す

る者 

・教育・研究分野における資料検索に造詣が

深く、学習実用書の発刊に携わった経験を

有する者 

・国内の大学の修士課程を修了していること

が望ましい 

 

２ 応募資格 

  職務内容に応じた業務が遂行できる知識・経験を有し、健康状態に支障がないと認められる者 

なお、次に該当する者は応募できませんので、ご了承ください。 

（１）日本国籍を有しない者 

（２）自衛隊法第３８条第１項の規定により防衛省職員となることができない者 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者 

・法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、 

又はこれに加入した者 
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（３）平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている者 

（心神耗弱を原因とするもの以外） 

３ 雇用形態 

国家公務員【 防衛省職員（非常勤の隊員）】 

※非正規雇用です。 

※防衛省の隊員に準じて、自衛隊法に定める服務規程が適用されます。 

 

４ 任用期間 

  令和８年４月１日以降（採用日） から 令和９年３月３１日 まで（予定） 

  ※組織の業務都合、本人の適性により、任期の途中で職務を変更する場合があります。 

  ※任用期間中の勤務成績が良好な場合は、所定の手続きにより再採用される場合があります。 

 

５ 勤務条件等 

（１）勤務地 

防衛医科大学校（埼玉県所沢市並木３丁目２番地） 

 

（２）勤務時間 

月曜日から金曜日の０８時３０分から１７時１５分までの時間内で設定します。 

  （１日あたりの勤務は７時間４５分を超えない範囲） 

  （１週間あたりの勤務は３８時間４５分を超えない範囲） 

  （休憩時間は１２時００分から１３時００分まで） 

※原則は上記の基準とし、部署毎の業務の特性に応じて、協議のうえ決定します。 

  ※看護師は土曜日・日曜日、祝日、年末年始の勤務及び夜勤等の例外があります。 

 

（３）給与 

   時給 ２，４２０円 ～ ２，９７０円※ 

  ※時給の金額は、職務経験年数、勤務条件、資格の有無等に応じて掲載時と一部異なる場合がありま

す。 

    ※防衛省の職員の給与等に関する法律の改正により金額が改定になる場合があります。 

 

（４）諸手当相当分 

  ア 通 勤 手 当（１箇月あたりの上限１５０，０００円を超えない範囲で、通勤方法、距離、勤

務日数等に応じて支給） 

イ 超過勤務手当（原則、超過勤務はありません。必要な場合に限り、実態に応じて支給） 

ウ 期末・勤勉手当（いわゆる賞与に相当します。一定の勤務条件を満たした場合に実態に応じて 

支給（年間で約４月分：支給月は６月と１２月） 

 

（５）給与支給日 

   原則、毎月１８日に支給（口座振込）します。（４月の採用の場合、５月１８日が最初の支給日） 

※給与算定は、月末締め（月の初日から末日まで）の勤務実績に基づき行い、翌月に支給 

   ※１８日が土曜、日曜、祝日の場合は、直前の平日に支給 
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（６）休日・休暇等 

ア 休日 

    土曜日・日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

  イ 年次休暇 

採用から６ヶ月経過後、一定の条件を満たした場合に１週間あたりの勤務日・勤務時間に応じて

付与されます。 

採用から６ヶ月経過後の付与以降は、１年ごとの計算で一定の条件を満たした場合に付与されま

す。（再採用された場合は直近に付与された日数を上限に繰り越し可能） 

ウ 年次休暇以外の有給休暇 

休暇の事由、期間が定められている年次休暇以外の有給休暇が規定に基づき使用できます。 

（夏季休暇（連続する３日間）、忌引休暇 等） 

エ 年次休暇以外の無給休暇 

    休暇の事由、期間が定められている、年次休暇以外の無給休暇が規定に基づき使用できます。 

   （子の看護休暇 等） 

 

（７）社会保険等 

   採用後は、勤務時間等の条件によって厚生年金保険、健康保険、雇用保険の対象となります。 

   なお、週の勤務時間が３８時間４５分の場合は、継続して６ヶ月勤務（各月原則１８日以上の勤務

を要する）の後、国家公務員退職手当法が適用されます。この場合、雇用保険は適用除外となります。

さらに再採用により継続して１年を超えて勤務した場合、防衛省共済組合の厚生年金保険へ適用変更

となります。 

   また、週の勤務時間が２０時間未満となる場合は、厚生年金保険、健康保険、雇用保険への加入は

ありません。 

  ※厚生年金保険は、一定の条件に従い、日本年金機構または防衛省共済組合への加入となります。 

  ※健康保険は、防衛省共済組合への加入となります。 

 

６ 応募要領 

（１）受付期間 

   掲載日 ～ 令和８年３月３１日（火）（必着） 

  ※ 応募者の状況により、期間の延長または繰り上げて締め切る場合があります。 

 

（２）提出書類 

※所定様式を防衛医科大学校／病院ホームページからダウンロードしてください。 

※市販の履歴書では受付できません。 

  ◆防衛省職員採用試験申込書・・・・１部（所定様式を使用して、写真を貼付してください） 

  ※応募書類は返却いたしません。書類に記載された個人情報につきましては、本件採用に関する手続

き以外の目的には使用いたしません。 

 

（３）提出方法 

  ◎郵送等 
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   応募書類を作成の上、受付期間終了日（必着）までに送付先へお送りください。 

   なお、封筒の表面に朱書きで「防衛医科大学校 非常勤職員（情報戦略官） 応募書類 在中」と

記載してください。 

 

（４）選考方法 

ア 試験種目 

面接試験（該当する者に調整のうえ、個別にご連絡します。） 

イ 試験日 

 該当する者に調整のうえ、個別にご連絡します。 

  ウ 試験場所 

防衛医科大学校 

  エ 試験結果 

    該当する者に個別にご連絡します。 

 

（５）その他 

ア 受験に要する一切の費用（旅費、宿泊費等）は受験者の負担となります。 

イ 試験結果に関する、電話による問い合わせには応じません。 

  ウ 提出書類等に虚偽の記載や申告がなされている場合には、採用予定が取り消される場合がありま

す。 

 

（６）郵送先・問い合わせ先 

   〒３５９－８５１３ 

   埼玉県所沢市並木３－２ 

防衛医科大学校 総務部総務課人事第１係 

電 話：０４－２９９５－１２１１（代表）内線２１１３ 

E-mail：adm009@ndmc.ac.jp 

 


